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建設コンサルタントの最低制限価格変動制及び 
前払金制度の見直し等について 

 
 
  建設コンサルタントの最低制限価格変動制については，平成２１年１０月に対象範囲を拡大し
ましたが，下記のとおり「失格と変動制の設定方法」を見直すこととしました。併せて，前払金
の対象範囲についても拡大します。 

 
１ 最低制限価格変動制の見直し 

○対象案件 ・予定価格 100 万円超の建設コンサルタント（電子入札に限る）の全て。 

○失格と変
動制の設
定方法（見
直し後） 

・予定価格（税抜）の６０％を下回る入札は失格とします。 
・予定価格（税抜）以内の入札のうち，失格入札を除いた入札の平均額（税抜，
円未満切捨て）の８５％で設定。 
※平均額 × ０．８５ ＝ 最低制限価格（税抜，円未満切捨て） 
 （別紙，算定例を参照ください） 

○落札者の
決定 

・予定価格以内，最低制限価格以上の範囲内で，最低価格入札者を落札者とし
ます。 

 
 
２ 前払金の対象範囲拡大 
  前払金の支払を行う対象範囲を拡大します。 
 
 ⑴ 前払金の額 
   契約金額の３０％以内（変更はありません） 
 
 ⑵ 対象範囲 

○ 現行 
 ・設計金額１件５００万円以上（税込）で，履行期間が概ね９０日以上 

 
                    
 

○ 拡大後 
・設計金額１件１００万円超（税込），履行期間の制限はありません。 

 
 
３ 実施時期 
  平成２２年５月１日以降の指名案件から実施 
  ただし，「２ 前払金の対象範囲拡大」については，現在，契約中の案件についても適用しま
す。 

 
 
４ その他 
  昨年度に引き続き，予定価格１千万円以上の一部で予定価格事後公表を試行します。 
 



 
別紙（算定例） 
 
 ◎最低制限価格算出と落札（候補）者決定の例 
  ・予定価格 ９，０００，０００円（税抜）の場合 

入
札
参
加
者
の
入
札
順
位
・
金
額 

入札順位（低い順） 入札金額 備考 

１位 ５，３００，０００円 失格（平均から除外） 

２位 ６，４４０，０００円 無効 

３位 ６，５００，０００円 無効 

４位 ７，５６０，０００円 落札者 

５位 ７，７００，０００円  

６位 ７，９００，０００円  

７位 ８，１５０，０００円  

８位 ８，２５０，０００円  

９位 ８，３００，０００円  

10位 ８，５００，０００円  

平均額（失格入札を除く） ７，７００，０００円 2 位～10 位の平均額 

最低制限価格（平均額の８５％） 
６，５４５，０００円 

（7，700，000円×0.85）
 

   
 
 
 
 
 

予定価格の 60％を
下回ったため失格 

最低制限価格
を下回ったた
め無効 

予定価格以内，最低
制限価格以上の範囲
で，最低価格入札者
が，「落札者」 


